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2021年９月２日 

各    位  

会 社 名  昭和ホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長兼最高経営責任者 

              此下 竜矢 

（コード番号 5103 東証第二部） 

問合せ先  開示担当     小池 千尋 

（TEL．04－7131－0181） 

 

 

2021年９月２日にタイ証券取引所がGroup Lease PCLに関して開示した内容について 

 

2021年９月２日にタイ証券取引所が当社連結子会社であるGroup Lease PCLに関して開示した内容につ

きまして、その内容を日本語訳にてお知らせいたします。本件につきましてはすでに開示いたしておりま

すGroup Lease PCLの財務諸表開示遅延に起因するものであり、延長の可能性はあるものの、基本的には

今後1年以内に当該遅延を解消する必要があると認識しております。 

当社といたしましては、今後とも当該遅延解消にできる限りの協力を行うとともに、親会社として状況

の把握ならびに情報収集を進め、適切に対処してまいります。 

 

（以下、タイ証券取引所が開示した内容の日本語訳） 

 

タイ証券取引所は、Group Lease PCL及びMAX PCL（注）の２社に対して、2020年度の財務諸表の提出が

当初期限からその後６ヶ月においても未提出であることについて以下の手続きを進める通知を行いました。 

 

Group Lease PCL（以下、GL)及びMAX PCL（以下、MAX社)の２社は、タイ証券取引所への2020年度の財

務諸表の提出に関して、2021年３月31日の提出期限からその後６ヶ月においても未提出が続いていること

から、タイ証券取引所の規則に基づいて両社は上場廃止の可能性があります。 

 

上記タイ証券取引所の規則に沿って、タイ証券取引所は以下の手続きを進めます。 

 

１．GL及びMAX社の株式は、2021年9月2日以降、上場廃止の可能性があることを発表いたします。タイ証

券取引所は、両社の株式に対して、取引再開の資格認定を得るまでの間、規則不履行（ノンコンプライ

アンス）及び取引の一時停止のサインを掲示いたします。 

 

２．タイ証券取引所は、GL及びMAX社に対して、2021年９月１日からの１年間以内において上場廃止の原

因となる問題の解消を求めます。その上場廃止の原因となる問題の解消がなされない場合は、タイ証券

取引所は、理事会に両社の株式の上場廃止の検討を提案します。 

 

（注）MAX PCLは、GLおよび当社グループとは一切関係ありません。 
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